
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
一
七
号

平
成
十
六
年
八
月
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十
一
日

内
閣
総
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大
臣

小
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純
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郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
天
下
り
あ
っ
旋
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

一

七

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
天
下
り
あ
っ
旋
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

各
府
省
に
お
い
て
、
職
員
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
、
仲
介
等
（
企
業
、
団
体
等
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
職
員
に
当
該
企
業
、

団
体
等
を
再
就
職
先
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
等
各
府
省
が
そ
の
職
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
何
ら
か
の
関
与
を
す
る
こ
と
（
若

年
定
年
、
任
期
満
了
等
に
よ
り
退
職
す
る
自
衛
官
の
再
就
職
を
支
援
す
る
た
め
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
法
人
に
対
し
求

職
情
報
を
取
り
次
ぐ
こ
と
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
例
と
し
て
行
っ
て
い
る
本
府
省
又
は
地
方
支
分
部

局
等
の
課
等
（
以
下
単
に
「
課
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も
の
の
名
称
及
び
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
五
年
ま

で
の
五
年
間
に
再
就
職
し
た
職
員
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
等
に
お
い
て
当
該
職
員
の
再
就
職
に
つ
き
あ
っ
せ
ん
、
仲
介
等

を
行
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
の
人
数
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
等
の
あ
っ
せ
ん
、
仲
介
等
の
「
手
法
」
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
企
業
、
団
体
等
か
ら
の
要
請
や
照

会
に
応
じ
て
こ
れ
を
行
う
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

各
府
省
に
お
い
て
、
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
五
年
ま
で
の
五
年
間
に
企
業
、
団
体
等
に
職
員
の
再
就
職
の
受
入
れ
を
要

一



請
し
た
事
例
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

職
員
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
、
仲
介
等
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
在
職
中
の
職
務
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

職
員
が
在
職
中
に
培
っ
た
経
験
や
能
力
に
対
す
る
企
業
、
団
体
等
の
需
要
に
こ
た
え
る
等
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
行
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
適
正
に
行
わ
れ
る
限
り
、
別
段
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二



三



四



五



六



七


